
(単位  千円)

補正前 補正額 補正後

予 算 93 令和６年度鳥取市一般会計補正予算（第3号） 108,903,146 1,026,738 109,929,884

繰越明許繰越額 711,815

(4件) 94 令和６年度鳥取市国民健康保険費特別会計補正予算（第1号） 17,900,768 481 17,901,249

95 令和６年度鳥取市介護保険費特別会計補正予算（第2号） 19,456,087 789,220 20,245,307

96 令和６年度鳥取市観光施設運営事業費特別会計補正予算（第2号） 17,674 2,076 19,750

補正額合計 1,818,515

決　算 97 令和５年度鳥取市歳入歳出各会計決算認定について

(6件)

98 令和５年度鳥取市水道事業剰余金処分及び決算認定について

99 令和５年度鳥取市工業用水道事業決算認定について

100 令和５年度鳥取市下水道等事業剰余金処分及び決算認定について

101 令和５年度鳥取市病院事業決算認定について

102
令和５年度鳥取市鹿野町鹿野財産区管理事業費特別会計決算認定に
ついて

条例 103
鳥取市の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用
等に関する条例の一部改正について

(10件)

104 鳥取市税条例の一部改正について

105 鳥取市手数料条例の一部改正について

106 鳥取市集会所の設置及び管理に関する条例の一部改正について

令和６年９月鳥取市議会定例会附議案案件

区 分
議案
番号

案　　　　件　　　　名 説　　　　　　明

鳥取市控除対象特定非営利活動法人の指定期間満了
後、１年間更新の申出がなかったことから、引き続き
指定を受ける意思がないものとして個人市民税の寄附
金控除対象特定非営利活動法人の指定を取り消すもの

収益的収支では、収益総額79億1,699万円に対し、
費用総額83億329万円となり、純損失3億8,630万円を
計上した。資本的収支では、収入総額11億3,250万円
に対し、支出総額15億3,213万円となり、差引収支不
足額3億9,964万円については、過年度分損益勘定留保
資金などで補填した。

窓口の混雑緩和と待ち時間の短縮を図るため、庁舎内
にマルチコピー機（行政キオスク端末）を設置して、
コンビニ交付による証明発行の利用環境を整備するこ
とに伴い、その設置する端末機により申請された証明
に係る手数料を定めることを目的とするもの

市有の鳥取市用瀬町山口集会所を町内会に譲渡するた
め条例を一部改正するもの

一般会計及び13の特別会計の歳入歳出合計が、それぞ
れ1,563億9074万円、1,527億81万円となった。そのう
ち、翌年度への繰越額と翌年度への繰越額に係る未収
入特定財源を加減した実質収支の合計金額は29億
1,316万円となった。

収益的収支では、収益総額47億8,949万円に対し、費
用総額46億3,819万円となり、1億5,130万円の純利益
を計上した。資本的収支では、収入総額16億14万円に
対し、支出総額38億476万円となり、差引収支不足額
22億462万円については、過年度分損益勘定留保資金
などで補塡した。

収益的収支では、収益総額181万円に対し、費用総額
418万円となり、純損失238万円を計上した。資本的収
入及び支出はなかった。

収益的収支では、収益総額86億5,797万円に対し、費
用総額82億577万円となり、4億5,220万円の純利益を
計上した。資本的収支では、収入総額40億1,148万円
（繰越工事資金3億2,205万円を除く）に対し、支出総
額72億5,896万円となり、差引収支不足額32億4,748万
円については、過年度分損益勘定留保資金などで補填
した。

鳥取市鹿野町鹿野財産区議会が令和6年3月31日限り廃
止され、管理会に移行されたことに伴い、市議会の認
定に付すもの。
特別会計の歳入歳出合計が、それぞれ976万円となっ
た。

特別医療費助成の適用及び不妊治療費の助成における
国民健康保険資格情報の確認について、庁内連携で行
うとする所要の改正を行うもの。また、生活保護法
（昭和２５年法律第１４４号）の改正に伴い、「進学
準備給付金」の名称を改正するもの



令和６年９月鳥取市議会定例会附議案案件

区 分
議案
番号

案　　　　件　　　　名 説　　　　　　明

107 鳥取市印鑑条例の一部改正について

108

鳥取市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る
人員等に関する基準を定める条例及び鳥取市指定介護予防支援等の
事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のた
めの効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正に
ついて

109 鳥取市国民健康保険条例の一部改正について

110 鳥取市公設地方卸売市場条例の一部改正について

111 鳥取市空家等の適切な管理に関する条例の一部改正について

112 鳥取市中山間ふるさと・水と土保全対策基金条例の廃止について

その他 113 鳥取県後期高齢者医療広域連合規約の変更について

(9件)

114 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について

115 鳥取市過疎地域持続的発展計画の変更について

116 財産の無償譲渡について

117 業務委託契約の変更について

118 業務委託契約の変更について

119 事業契約の変更について

120 工事請負契約の締結について

国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）の一部
改正に伴い、所要の改正を行うもの

鳥取市中山間地域農村活性化基金への統合に伴い、条
例を廃止するもの

令和4年9月議会にて議決を得、施工中の市場再整備事
業で、令和6年9月より仮使用開始し内部造作する「花
き」「仲卸業者」「関連事業者Ｂ」各棟について、11
月からの本格使用開始に伴い、新設する仲卸業者の定
義など、所要の改正を行うもの

空家等の推進に関する特別措置法(平成２６年法律第
１２７号）の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの

市民サービス向上のため、印鑑登録申請の確認に必要
な回答書の持参期限の変更及びマルチコピー機（行政
キオスク端末）を本市が設置することに伴い、その設
置する端末機による印鑑登録証明書の交付を可能にす
るため、所要の規定の整備を行うもの

介護保険法施行規則及び指定介護予防支援等の事業の
人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予
防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を
改正する省令（令和６年３月２９日厚生労働省令第６
１号）が施行されたことに伴い、介護保険法第１１５
条の４６第５項及び第６項に規定される市条例に所要
の整備を行うもの（地域包括支援センターにおける職
員配置の柔軟化及びその他所要の整備を行うもの）

現行の健康保険証の廃止に伴い、広域連合規約におけ
る「被保険者証」に関連する所要の改正を行うため協
議するもの

倉田保育園改築事業に係る業務委託契約を変更するに
あたり、必要な議決を得るもの

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8
条第10項において準用する同条第1項の規定により議
決を得るもの

鳥取市民体育館再整備事業契約の変更について、必要
な議決を得るもの

鳥取市用瀬町山口集会所を地元の町内会に無償譲渡す
るもの

豊実保育園改築事業に係る業務委託契約を変更するに
あたり、必要な議決を得るもの

工事名称：鳥取市青谷町総合支所大規模改修（建築）
工事
工事概要：大規模改修
契約金額：234,300,000円
契約の相手方：鳥取市青谷町総合支所大規模改修（建
築）工事やまこう・千代田特定建設工事共同企業体

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特
別措置等に関する法律第3条第8項において準用する同
条第1項の規定により議決を得るもの



令和６年９月鳥取市議会定例会附議案案件

区 分
議案
番号

案　　　　件　　　　名 説　　　　　　明

121 工事請負契約の締結について

報　告 22 出資法人の経営状況を説明する書類の提出について

(5件)

23 公立大学法人公立鳥取環境大学の業務の実績に関する評価について

24 令和５年度の決算に基づく健全化判断比率について

25 令和５年度の決算に基づく資金不足比率について

26 専決処分事項の報告について

議案   29件
報告   5件
計　　 34件

地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、出資
法人の経営状況を説明する書類を提出するもの
（19法人）

地方独立行政法人法の規定に基づき、公立大学法人公
立鳥取環境大学の令和５年度の業務実績及び第２期中
期目標期間に係る業務実績について評価委員会の評価
を報告するもの

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第
１項の規定により、令和５年度の決算に基づく資金不
足比率を報告するもの

令和6年5月17日、鳥取市立河原第一小学校地内で、校
舎周りの草刈り作業を行っていた際、飛び石により停
まっていた車両を破損させた事故の損害賠償の額及び
和解について報告するもの
（令和6年7月5日専決）

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１
項の規定により、令和５年度の決算に基づく健全化判
断比率を報告するもの

工事名称：佐治用瀬一般廃棄物処理施設解体工事
工事概要：一般廃棄物処理施設の解体
契約金額：349,140,000円
契約の相手方：佐治用瀬一般廃棄物処理施設解体工事
藤原組・山田産業特定建設工事共同企業体


